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平成平成22１年８月１９日（水）１年８月１９日（水）

徳島県徳島県 危機管理部危機管理部

県民くらし安全局長県民くらし安全局長 山口山口 悟朗悟朗

｢食の安全を取り巻く現状と
県の取組について｣
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保健所
保健環境センター

関係機関

１１ 県が目指す「消費者行政」県が目指す「消費者行政」

鳴門わかめ・たけのこ
冷凍ウナギ 産地偽装

冷凍ギョウザなど
輸入食品の残留農薬

事故米穀の不正流通
こんにゃく入り
ゼリー窒息死

消費者相談
消費者関連の
情報収集・提供

監視・指導体制 検査機能の
充実・強化

○県民にわかりやすい
・相談窓口、情報の一元化
・迅速な対応

○一元的な対応
・事務の効率化
・事故・事件時の迅速な対応

○検査機関との連携の強化

消費者相談の強化
自立した
消費者の育成

執行体制の強化

消費者の意識

○消費者自らが判断
・トラブル未然防止
・被害拡大の防止
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＜国に対する「徳島の提言・要望」＞
○ 消費者行政の一元的な推進
○ 食品表示の適正化

※立入・指示・命令等の権限を県に一元化
○ 「食の安全・安心対策」

■「消費者庁」の創設
・平成２１年９月１日設置
・各省庁から２９法律を移管
・全国ネットワークを充実強化

■地方分権の観点から
JAS法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律）

「立入・指示・命令等の権限は幅広く
都道府県へ移譲」される予定

２２ 消費者行政について消費者行政について

「徳島の提言」を日本の標準に「徳島の提言」を日本の標準に

消費者行政の体制・対応 に問題がある事案の発生
※ 従来の施策や枠組みでは対応ができない

国では
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３「消費者庁」とは３「消費者庁」とは

司令塔
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国
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・保健所
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JAS法

（農林水産省）

景品表示法

（内閣府）

食品衛生法

（厚生労働省）

など

全国ネットワークを充実強化

各省庁から２９法律
を移管
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県民くらし安全局

食品安全担当

消費生活担当

交通安全担当

日常の県民くらし安全への

対応や食品表示を

はじめとする「消費者行政」を

総合的に推進する

危機事象発生時における

関係部局との連携強化

各部局における

危機事象発生時の

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制構築

４４ 県の体制県の体制

局長
「食の安全・安心企画員室」総括企画員

監視指導の相互支援

食の安全・安心企画員室
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５５ 徳島県食の安全安心推進条例徳島県食の安全安心推進条例

・勧 告→・従わない場合，勧告
内容の公表→・措置命令

・命令違反５０万円以下
・立入検査拒否等２０万円以下
の罰金(第３１条～第３３条）

徳島県食の安全安心審議会
（第２４条～第２９条）

徳 島 県

意
見
具
申

意
見
聴
取

諮問機関
として，

審議会を設置

＜罰則の創設＞
事業者の違反行為に対する

抑止力を強化

☆健康への悪影響防止の強化☆健康への悪影響防止の強化

健康への悪影響の蓋然性・重大性の観点から必要とされる場合，立入検査等ができる。（第
１５条）

食品による健康への悪影響が起こる可能性が高いと認められる場合は，審議会の意見を聴
いた上で，勧告できる。また，勧告に従わない場合は，当該勧告に係る措置をとるよう命令で
きる。（第１６条）
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消費者

市町村 事業者

「保護される消費者」から「自立した消費者」への意識の転換が
必要であり、平成１６年度、時代の潮流を先取りし、制定した。

人材育成の強化による、
地域の指導者リーダーの育成
※ 消費者大学校、消費者大学院

消費者情報の一元化
※ 緊急危害情報の提供

迅速な情報交換を行うため、
双方向のネットワークを構築
※ くらしのサポーター

条例の特徴

関係者ネットワークのイメージ図

６６ 消費者基本条例の改正

消費者基本条例を改正し，更なる「消費者行政」を推進消費者基本条例を改正し，更なる「消費者行政」を推進

消費者

情報センター

消費者ネットの構築
※ 消費者団体との連携強化
※「消費者ネット」の構築と

「くらしのサポーター」の養成・活用
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ありがとうございました


